
　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
全
て
の
方

が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
介
護
が
必
要
と

認
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

新
し
い
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、

今
後
３
年
間
の
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た
。

65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
介
護

保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

介
護
が
必
要
な
方
の
人
数
や
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
な
ど
を
推
計
し
、
サ

ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
提
供
す
る
た
め
の
計

画
で
す
。

◆
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

　

入
所
要
件

　

要
介
護
３
以
上
に
な
り
ま
す
。

＊
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

は
、
要
介
護
１
・
２
で
も
入
所
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
前
か
ら

入
所
し
て
い
る
場
合
は
、
引
き
続
き

入
所
で
き
ま
す
。

◆
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

　

住
宅
へ
の
住
所
地
特
例
の
適
用

　

別
の
市
町
村
に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
付

き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
入
居
す
る
場

合
、
入
居
す
る
前
に
住
ん
で
い
た
市

町
村
の
介
護
保
険
制
度
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

◆
利
用
者
負
担
割
合
の
引
き
上
げ

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
の
負

担
割
合
が
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
は
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

◆
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

　
限
度
額
の
見
直
し

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
と
し
て
支
払
っ
た
金
額
の
月
額
合

計
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請

す
る
と
、
超
え
た
金
額
が
払
い
戻
さ

れ
ま
す
。　

　

こ
の
利
用
者
負
担
限
度
額
の
基
準

が
追
加
さ
れ
ま
す
。

◆
食
費
・
居
住
費
の

　
負
担
額
の
見
直
し

　

施
設
に
入
所
し
て
い
る
か
短
期
入

所
で
利
用
し
て
い
る
方
で
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
場
合
は
、
申
請
す
る

と
食
費
や
居
住
費
の
負
担
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
に
は
、
預
貯
金
や
有
価
証
券

な
ど
の
資
産
も
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
申
請
す
る
と
き
に
は
、

金
額
が
分
か
る
よ
う
通
帳
な
ど
の
写

し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆総人口と65歳以上の人口の推移・推計

総人口

平成

千人

年度

人

人
60

58

18

16

14

24

60,044

14,761

25

59,717

15,570

26

59,634

16,292

27

59,003

16,687

28

58,646

17,247

29

58,289

17,805

65歳以上の人口
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対象
平成24～26年度 平成27～29年度

段階 基準額に
対する割合 年額保険料 段階 基準額に

対する割合 年額保険料

●生活保護を受給している
●老齢福祉年金を受給していて、世帯
全員が住民税非課税

第１ 45％ 20,520円
第１ 45％ 28,080円

世帯全
員が、
住民税
非課税

前年の合計所
得金額と課税
年金収入額の
合計が

80万円以下 第２ 50％ 22,800円
80万円を超え
120万円以下

軽減
第３ 62.5％ 28,500円 第２ 60％ 37,440円

120万円を超える 第３ 75％ 34,200円 第３ 75％ 46,800円
本人だ
けが、
住民税
非課税

前年の合計所
得金額と課税
年金収入額の
合計が

80万円以下 軽減
第４ 87.5％ 39,900円 第４ 85％ 53,040円

80万円を超える 第４ 100％
(基準額)

45,600円
（月額3,800円）第５

100％
(基準額)

62,400円
（月額5,200円）

本人が
住民税
課税

前年の合計所
得金額が

120万円未満
第５ 125％ 57,000円

第６ 120％ 74,880円
120万円以上
200万円未満 第７ 130％ 81,120円

200万円以上
350万円未満 第６ 150％ 68,400円 第８ 150％ 93,600円

350万円以上
500万円未満 第７ 165％ 75,240円 第９ 165％ 102,960円

500万円以上 第８ 180％ 82,080円 第10 180％ 112,320円

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
は
、
原
則

と
し
て
１
割
を
本
人
が
負
担
し
、
残
り
の

９
割
は
介
護
保
険
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
は
、
32
億
８
０
０
０
万
円

を
支
払
い
ま
し
た
。
27
年
度
以
降
も
増
加

し
、
29
年
度
に
は
、
39
億
３
０
０
０
万
円

と
推
計
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
は
、
平
成
27
〜
29
年
度
の
３
年
間

で
す
。
「
団
塊
の
世
代
」
が
75
歳
以
上
に

な
る
37
年
度
ま
で
の
長
期
目
標
を
設
定
し

て
い
ま
す
。
将
来
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
人
数
や
利
用
量
、
必
要
な
基
盤
整

備
な
ど
も
考
慮
し
て
い
ま
す
。

65歳以上の人口
◆65歳以上の人口と要介護認定者数の推移・推計

平成

千人

年度

人

人18

16

14

 3

 4

 2

24

14,761

2,659

25

15,570

2,866

26

16,292

2,993

27

16,687

3,152

28

17,247

3,294

29

17,805

3,437

要介護認定者数

２月に、西の里サロンがプレオープンしました。高齢
者の介護予防や交流の場として、月１回開催します。

　

今
後
も
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
は
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。
ま
た
、
平

成
24
〜
26
年
度
は
介
護
保
険
の
財
源
が
不

足
し
、
北
海
道
か
ら
の
借
入
金
が
生
じ
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
12
年
間
据
え
置
い
て

き
た
65
歳
以
上
の
保
険
料
基
準
額
を
、
月

額
５
２
０
０
円
と
し
ま
す
。
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